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平成 10 年 9 月 25 日

北陸電力株式会社

台風７号により被災されたお客さまに対する 

電気料金その他の特別措置について  

 このたびの台風７号により被災されたお客さまに心からお見舞い申しあ

げます。 

当社は、このたびの台風７号により、災害救助法が適用された福井県丹生郡

越前町および隣接する地域において、建物損壊および床上浸水などの被害に

遭われたお客さまに、下記の特別措置を講ずることといたします。 

   
記  

１．電気料金の早収期間および支払期限の延長 

   被災されたお客さまの平成１０年９月分（早収期限日が９月２２日以降の

もの）、１０月分および１１月分の電気料金の早収期間（検針日の翌日から

２０日間）ならびに支払期限（検針日の翌日から５０日以内）を各々１か月



間延長します。  

 

２．不使用月の電気料金の無料化 

   被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合に

は、翌月のご請求分から６か月間は不使用月料金（基本料金の半額と消費税

相当額）をいただきません。  

 

３．工事費負担金の無償化 

   被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成１１年３月末日まで

に電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金はいただきません。  

 

４．臨時工事費の無償化 

   被災されたお客さまが、平成１１年３月末日までに臨時電灯または臨時電

力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費はいただきません。  

 

５．使用不能設備相当分の基本料金の無料化 

   被災されたお客さま（契約電力５００ｋＷ未満のお客さまに限ります。）

の電気設備の一部が使用不能となった場合、平成１１年３月末日までは、そ

の使用不能設備相当分の基本料金はいただきません。  

 



６．諸工料の無償化 

    被災されたお客さまが、平成１１年３月末日までに引込線、計量器等の取

付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料はいただきません。  

 
 

＜被災されたお客さまからのお問い合わせ先＞  

○鯖江営業所 

福井県鯖江市小黒町２丁目１番２６号 

フリーダイヤル ０１２０－３６－６４５３ 

ＴＥＬ   ０７７８－５１－２２３０（代表）  

○武生支社営業部お客さまセンター 

福井県武生市新町１０字東野末１の６ 

フリーダイヤル ０１２０－３５－６４５３ 

ＴＥＬ  ０７７８－２３－１２１２（代表）  

以上
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